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保安規程変更届出書
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次のとおり保安規程を変更したので,電気事業法第42条第2項の規定により

届け出ます。

東北電原運第1

2021年7月

4号

タ日

仙台市吉葉区本町一丁目7番1号

東北電力株式会社

取締役社長

変更の内容

変更年月日

社長執行役員

樋口康二

別紙のとおり

2021年 6月21日

』

'

以上



別 紙 

 

 

変 更 内 容 
 

 

 

（１）組織整備に伴い，関連する記載を別添１の保安規程［電気事業用電気工作物（原

子力発電工作物）］変更前後表の変更後欄のとおり変更する。 

（２）記載の適正化 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］変更前後表

別添１ 



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

 

原－６ 

 

 

 

 

保 安 規 程 

 

電気事業用電気工作物 

（原子力発電工作物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０２０年 ９月２５日 

 
東  北  電  力  株  式  会  社 

 

 

原－６ 

 

 

 

 

保 安 規 程 

 

電気事業用電気工作物 

（原子力発電工作物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０２１年 ６月２１日 

 
東  北  電  力  株  式  会  社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 改正による日付の変更 

 

  



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は，２０２０年９月２５日より施行する。 
 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は，２０２１年７月１日より施行する。 

 

 

 

 

改正に伴う施行期日の変更 

 

 

  



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

別表第１ 保安に関する組織および業務分掌（第４条，第５条関連） 
     〔発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通〕 

別表第１ 保安に関する組織および業務分掌（第４条，第５条関連） 
     〔発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通〕 

 

 

組織整備に伴う変更 

 

 

  

原子力発電所 

 

保全部 

 

技術統括部 

環境・燃料部 

 

土木建築部 

 

・土木設備の施設管理 

発電部 

 

・運転管理 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務部 

 

品質保証部 

 

総務グループ 

 

警備グループ 

 

技術グループ 

 

計画管理グループ 

 

放射線管理グループ 

 

輸送・固体廃棄物管理グループ 

 

原子燃料グループ 

 

保全計画グループ 

 

工程管理グループ 

 

電気グループ 

 

計測制御グループ 

 

原子炉グループ 

 

タービングループ 

 

土木グループ 

 

発電管理グループ 

 

検査グループ 

 

品質保証総括グループ 

 

・電気設備の施設管理 

 

・工程管理 

・施設管理の総括 

・炉心性能管理 

・燃料の管理 

・燃料の運搬 

・放射性廃棄物（固体）の管理 

・供給者の選定 

・保全区域および周辺監視区域の管理 

・保安管理の総括 

・運営計画の総括 

・原子炉施設の定期的な評価の総括 

・放射線管理 

・化学管理 

・放射性廃棄物（液体・気体）管理 

・環境放射線モニタリング 

・検査の総括 

・計測制御設備の施設管理 

・機械設備（原子炉設備）の施設管理 

・機械設備（原子炉設備を除く）の施設管理 

その２ 

【女川原子力発電所】 

 

（注1）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当社と保安協
定を締結して電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

（注2）所管業務に基づき行う緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告は関係する組織に共通 
 

・品質保証活動の指導・助言 

・品質保証の総括 

建築グループ 

 

・建築設備の施設管理 

防災グループ 
  

・初期消火活動のための体制の整備 
・緊急時の措置の総括 

廃止措置管理グループ 

 

・廃止措置管理の統括 

・廃止措置工事 

原子力発電所 

 

保全部 

 

技術統括部 

環境・燃料部 

 

土木建築部 

 

・土木設備の施設管理 

発電部 

 

・運転管理 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務部 

 

品質保証部 

 

総務グループ 

 

核物質防護グループ 

 

技術グループ 

 

計画管理グループ 

 

放射線管理グループ 

 

輸送・固体廃棄物管理グループ 

 

原子燃料グループ 

 

保全計画グループ 

 

工程管理グループ 

 

電気グループ 

 

計測制御グループ 

 

原子炉グループ 

 

タービングループ 

 

土木グループ 

 

発電管理グループ 

 

検査グループ 

 

品質保証総括グループ 

 

・電気設備の施設管理 

 

・工程管理 

・施設管理の総括 

・炉心性能管理 

・燃料の管理 

   

・放射性廃棄物（固体）の管理 

・供給者の選定 

・保全区域および周辺監視区域の管理 

・保安管理の総括 

・運営計画の総括 

・原子炉施設の定期的な評価の総括 

・放射線管理 

・化学管理 

・放射性廃棄物（液体・気体）管理 

・環境放射線モニタリング 

・検査の総括 

・計測制御設備の施設管理 

・機械設備（原子炉設備）の施設管理 

・機械設備（原子炉設備を除く）の施設管理 

その２ 

【女川原子力発電所】 

 

（注1）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当社と保安協
定を締結して電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

（注2）所管業務に基づき行う緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告は関係する組織に共通 
 

・品質保証活動の指導・助言 

・品質保証の総括 

建築グループ 

 

・建築設備の施設管理 

防災グループ 
  

・初期消火活動のための体制の整備 
・緊急時の措置の総括 

廃止措置管理グループ 

 

・廃止措置管理の統括 

・廃止措置工事 



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

   

組織整備に伴う変更 

 

 

  

原子力発電所 

 

【東通原子力発電所】 

 

技術課 

 

・炉心性能管理 

・燃料の管理 

・保安管理の総括 

放射線管理課 

 

・放射線管理 

・化学管理 

・放射性廃棄物管理  

・環境放射線モニタリング 

電気保修課 

 
・電気設備および計測制御設備の施設管理 

機械保修課 

 

・施設管理の総括 

・機械設備の施設管理 

土木建築課 

 

・土木建築設備の施設管理 

発電管理課 

 

・運転管理 

・品質保証活動の指導・助言 

・品質保証の総括 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務課 

 

警備課 

 

・供給者の選定 

・保全区域および周辺監視区域の管理 

品質保証室 

 

（注1）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当社と保安協定を締結し
て電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

（注2）所管業務に基づき行う緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告は関係する組織に共通 

 
 

防災課 
  

・初期消火活動のための体制の整備 
・緊急時の措置の総括 

原子力発電所 

 

【東通原子力発電所】 

 

技術課 

 

・炉心性能管理 

・燃料の管理 

・保安管理の総括 

放射線管理課 

 

・放射線管理 

・化学管理 

・放射性廃棄物管理  

・環境放射線モニタリング 

電気保修課 

 
・電気設備および計測制御設備の施設管理 

機械保修課 

 

・施設管理の総括 

・機械設備の施設管理 

土木建築課 

 

・土木建築設備の施設管理 

発電管理課 

 

・運転管理 

・品質保証活動の指導・助言 

・品質保証の総括 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務課 

 

核物質防護課 

 

・供給者の選定 

・保全区域および周辺監視区域の管理 

品質保証室 

 

（注1）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当社と保安協定を締結し
て電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

（注2）所管業務に基づき行う緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告は関係する組織に共通 

 
 

防災課 
  

・初期消火活動のための体制の整備 
・緊急時の措置の総括 



保安規程 [電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）] 変更前後表 

   

変更前 変更後 変更理由 

 

別表第４ 関係規程類一覧表（第２４条関連） 

 

項 目 規程，基準等 

１．工事，維持，運転および操作に関するもの 

（第１３，１４，１５，１６，１８，２６条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

２．非常対策に関するもの 

（第２０条） 

・防災業務計画 

・国民保護業務計画 

・非常災害対策実施基準 

・女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画 

・東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画 

・原子力災害対策実施基準 

３．発電用の電気工作物の保安管理に関するも

の 

（第２２，２３，２４，２５条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

４．保安規程の変更に関するもの 

（第３条） 
・保安規程変更取扱い基準（原子力発電工作物） 

 
 

 

別表第４ 関係規程類一覧表（第２４条関連） 

 

項 目 規程，基準等 

１．工事，維持，運転および操作に関するもの 

（第１３，１４，１５，１６，１８，２６条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

２．非常対策に関するもの 

（第２０条） 

・防災業務計画 

・非常災害対策実施基準 

・国民保護業務計画 

・国民保護業務における災害対策実施基準 

・女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画 

・東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画 

・原子力災害対策実施基準 

３．発電用の電気工作物の保安管理に関するも

の 

（第２２，２３，２４，２５条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

４．保安規程の変更に関するもの 

（第３条） 
・保安規程変更取扱い基準（原子力発電工作物） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 



 

 

 

 

 

添 付 書 類 
 

 

 

添付書類１：変更理由 

 

 



添付書類１ 

 

 

変 更 理 由 
 

 

 

（１）組織整備に伴い，保安に関する組織および業務分掌を変更したため。 

（２）記載の適正化 

   

  


